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《概要資料》 

 

議案第１号 厚木都市計画緑地の変更 

   議案第２号 厚木都市計画土地区画整理事業の変更 

議案第３号 厚木都市計画地区計画の変更 

 

 

  

森の里東地区の 

都市計画変更について 

資料１ 
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平成26年11月28日 市街化区域へ編入するとともに、関連する都市計画（用途地域、

土地区画整理事業、道路、下水道、地区計画及び緑地）を決定 

平成27年12月16日 用途地域・地区計画の変更（Ａ・Ｂ地区） 

平成30年４月１日 地区計画の変更（法改正に伴う変更） 

令和元年５月24日 用途地域・地区計画の変更（Ｃ地区） 

２ 都市計画に関する経緯 

森の里東地区 
（厚木市下古沢、上古沢ほか） 

１ 地区の概要 

森の里東地区における都市計画の変更について 

厚木市斎場 

県立厚木西 
高等学校 

上古沢 

下古沢 

愛名 

森の里 

厚木市森の里東土地区画整理事業 
・面積 約 68ha（うち産業用地約 26ha） 

・組合施行 

・事業期間 平成 26 年 11 月 28 日 

～令和６年度予定 

・令和５年 12 月工事完成 

 

本地区に係る都市計画の経緯は次のとおりです。 

３ 都市計画変更の概要 

今回行う本地区の都市計画の変更は、大きく分けて２つあります。 

それぞれの詳細については、次ページ以降のとおりです。 

      都市計画緑地 

      (４号下古沢緑地） 

①緑地に関する変更     ⇒3～7 ページ 

【変更する都市計画】 

■都市計画緑地(４号下古沢緑地) 

■用途地域 ■地区計画(森の里東地区地区計画) 

 

・地区計画の変更 

① 

② ②区域の境界確定に伴う変更 ⇒8 ページ 

【変更する都市計画】 

■区域区分（市街化区域・市街化調整区域） 

■用途地域 ■下水道(第１号公共下水道) 

■地区計画(森の里東地区地区計画) 

■土地区画整理事業(厚木市森の里東土地区画整理事業) 

 

※①②共に、境界確定に伴う区域の一部

変更等であり、土地利用や建物の整備

の方針等の変更はありません。 

（赤字：今回変更する都市計画） 
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４ 緑地に関する変更について 

土地区画整理事業の進捗に伴い、厚木市森の里東土地区画整理組合において

測量を実施し、緑地等の境界が確定しました。このことに伴い、次のとおり都

市計画（①都市計画緑地、②用途地域、③地区計画）を変更します。 

① 議案第１号 都市計画緑地（４号下古沢緑地）の変更  

鉄塔の位置が確定した部分、構造物で保護した造成のり面などを、都市計画

緑地(４号下古沢緑地)の区域から除外します。 

《面積の変更》 

 ４号下古沢緑地 変更前 約 25.7ha ⇒ 変更後 約 25.4ha（△0.3ha） 

《区域の変更》 

      ４号下古沢緑地 

        変更後の区域 

        変更前の区域 0m 

M 

 

400m 

M 

 

 

（拡大） 

（拡大） 

現地杭界 

現地杭界 

（拡大） 

（拡大） 
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該当番号 用途地域の変更内容（前→後） 変更する面積 

Ａ、Ｂ、Ｇ～Ｊ 
工業専用地域 → 工業地域 

（200/60）     （200/60） 
約 0.23ha 

Ｃ 
準工業地域   → 工業地域 

（200/60）     （200/60） 

約 0.00ha 
（約 40 ㎡） 

Ｄ～Ｆ 
工業専用地域 → 準工業地域 

（200/60）     （200/60） 
約 0.01ha 

② （参考）用途地域の変更（案） …時期は第８回線引き見直し時 

 
本地区においては、都市計画緑地の境界にあわせて用途地域の境界を決定

しているため、前項の「都市計画緑地の変更」に伴い、用途地域の区域及び

面積も変更します。 

《区域の変更》 

工業専用地域 

（4 号下古沢緑地） 

工業地域 

工業地域 

第一種低層住居 
専用地域 

準工業地域 

工業地域 

Ａ 

Ｂ 

Ｅ 

Ｇ 

Ｈ 
I 

Ｊ 

Ｃ

Ｂ 
Ｄ 

Ｆ 

《面積の変更》 

（ ）は容積率/建蔽
ぺい

率 

現地杭界 

都計道界 

現地杭界 

現地杭界 

現地杭界 

      変更後の用途地域界 

      変更前の用途地域界 

（拡大） 

Ｂ 

Ｃ

Ｂ 
Ｄ Ｅ 
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地区の区分 面積 

A：製造関連施設地区 約 9.8ha → 約 9.9ha（+0.1ha） 

B：研究開発・製造関連施設地区 約 13.4ha → 約 13.4ha（+0.0ha） 

C：流通業務施設地区 約 20.4ha → 約 20.6ha（+0.2ha） 

③ 議案第３号 地区計画（森の里東地区地区計画）の変更 

 
ア）用途地域の変更に伴い、地区計画で定めている「地区整備計画」と「地

区の区分」の区域及び面積を変更します。 

イ）測量により緑地等の境界が確定したことから、地区計画で定めている 

「地区施設」の緑地（緩衝帯として下古沢緑地の周囲に配置する緑地）の

配置及び規模を変更します。 

      地区計画の区域 

地区整備計画の区域 

変更後 

      変更前 

      地区の区分線 

ア） 

《区域の変更》 

《面積の変更》 

A 

B 

C 

C 
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イ） 

《『地区施設の緑地』の配置及び規模の変更》 

15号 

１号 ２号 

３号 

４号 

６号 

７号 
８号 

10号 

11号 

12号 

13号 

９号 

５号 

10号 

２号 

３号 

４号 ６号 

７号 

８号 

11 号 

９号 

５号 

14号 

12号 

１号 

変更 

前 

地区施設の緑地 

地区施設の緑地 総面積 約 85,500 ㎡（約 8.6ha） 

地区施設の緑地 総面積 約 94,800 ㎡（約 9.5ha） 

 

変更 

後 

地区施設の緑地 

追加する箇所 

除外する箇所（道路を保護する構造物の築造等のため） 

 

下古沢緑地 

下古沢 

緑地 

下古沢緑地 

下古沢 

緑地 
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緑地種別 今回変更する面積 

都市計画緑地（樹林地） 約 25.7ha → 約 25.4ha （△0.3ha） 

地区施設の緑地（緩衝帯） 約 8.6 ha → 約 9.5 ha  （+0.9ha） 

総緑地面積 約 34.3ha → 約 34.9ha （+0.6ha） 

参考：緑地測量図 

森の里東地区内の緑地の総面積 

■地区内の緑地全体の面積は、約 0.6ha の増加となります。 
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５ 区域の境界確定に伴う変更について 

土地区画整理事業の施行区域のうち、地権者不在により境界が確定していな

かった箇所について、その後の地権者の立ち合いにより境界が確定したため、

区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）を変更するとともに、関連す

る都市計画を変更します。 

（拡大） 

市街化区域→市街化調整区域 

約 200.4 ㎡ 
市街化区域 

(工業地域) 

市街化調整区域 

■関連する都市計画の案件 …時期は第８回線引き見直し時 

・用途地域（工業地域：区域の変更） ・下水道（第１号公共下水道：排水区域の変更） 

・地区計画（森の里東地区地区計画：区域の変更） 
 
※市街化調整区域から市街化区域に変更する箇所(約 20.92 ㎡)を、各案件の区域に含め、

市街化区域から市街化調整区域に変更する箇所(約 200.4 ㎡)を、各案件の区域から除外

します。 

 

なお、関連する都市計画の案件のうち、土地区画整理事業（厚木市森の里東土地区

画整理事業）については、市街化区域から市街化調整区域に変更する箇所を、施行区

域から除外します（市街化調整区域から市街化区域に変更する箇所については、土地

区画整理事業の施行区域の変更は行いません。）。 

土地区画整理事業の 

施行区域から除外 

（約 200.4 ㎡） 

      変更後の区域 

      変更前の区域 

      変更後の区域 

      変更前の区域 

土地区画整理事業 

施行区域 

 

市街化調整区域→市街化区域 

約 20.92 ㎡ 

上古沢 

字御子ヶ谷地内 

（変更案） 

（変更案） 

《議案第２号》 
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６ 都市計画の手続スケジュール 

それぞれの案件について、次のとおり手続を進めます。 

（   ・・・今回の変更） 

緑地の変更 
 ・下古沢緑地 

 ・地区計画 

緑地の変更 
 ・用途地域 

区域の境界確

定に伴う変更 
 ・区域区分 

 (県決定) 

区域の境界確

定に伴う変更 

 ・土地区画整理事業 

区域の境界確

定に伴う変更 
 ・用途地域 
 ・地区計画 
 ・下水道 

Ｒ６年度 Ｒ７年度 

４月 
原案 
縦覧 

５月 
公聴 
会 

７月 
案の 
縦覧 

８月 
都計審 

告示 

６月 
県 
協議 

４月 
原案 
縦覧 

７月 
案の 
縦覧 

８月 
都計審 

告示 

案の 
申出 

素案 
閲覧・ 
公聴会 

案の 
縦覧 

市・都計審 

県・都計審 

告示 素案
の 
決定 

原案 
縦覧・ 
公聴会 

県 
協議 

案の 
縦覧 

都計 
審 

告示 

県 
協議 

案の 
縦覧 

都計 
審 

告示 原案 
縦覧・ 
公聴会 

「第８回線引き
見直し」の手続
として進める 

同

時 

同

時 

※都計審…厚木市都市計画審議会（県・都計審…神奈川県都市計画審議会） 

 

・今後の協議状況等により、スケジュールが変更となる場合があります。 

 

・「区域区分」は、神奈川県が決定権者となります。市から県に対し「案の申し出」を行い、

それ以降は県において手続を進めます。 

 

・公聴会は、公述を希望する方がいない場合、中止となります。 
 

５月 
公聴 
会 

６月 
県 
協議 

(緑地のみ) 

以降は 
県による

手続 
(市・都計

審を除く) 

一
つ
の
案
件
と
し
て
同
時
に
手
続 

(R７年中) 

(緑地のみ) 

 

 

 


